
開催日時

場所 上市町役場２階　第１会議室

出席委員

１番 冨樫　隆 ２番 大江　登美江 ３番 村上　正毅 ４番 林　忠治

５番 碓井　繁 ６番 中川　治 ７番 山本　裕子 ８番 青木　幸男

10番 岩城　正治

出席推進委員 ５名

事務局 出席者

事務局長　碓井　秀樹

事務局長代理　米山　洋　

議事録署名委員 ８番 青木　幸男 10番 岩城　正治

議事日程 １. 開会

２. 会長の挨拶

３. 議事録署名委員の指名　

４. 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請の許可審議について

議案第２号 農地法第４・５条の規定による許可申請の意見審議について

報告第１号

５. その他

次回委員会の開催予定について

第27回総会

日時　令和７年10月３日（金）午後２時から

場所　上市町役場２階　第１会議室

６.
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事務局長

会長

事務局長

会長

事務局

会長

第26回　上市町農業委員会総会議事録

令和７年９月５日（金）　午後２時

９名

農地法第１８条第６項の規定による届出について

閉会

それでは、第26回上市町農業委員会総会を開催いたします。宜しくお願いいたします。

只今の出席委員は、12名中９名であり、定足数に達しておりますので、総会が成立することをご報告いたし
ます。また、推進委員は６名中５名出席をいただいております。

それでは、開会にあたりまして、林会長よりご挨拶をお願いいたします。

会長あいさつ

ありがとうございました。
それでは議事に入っていきたいと思います。総会の議事は会長が行うことになっております。宜しくお願い
いたします。

議事の前に、議事録署名委員の指名をさせていただきます。８番　青木委員さん、10番　岩城委員さんお願
いいたします。なお本日の会議書記には、事務局職員の米山さんにお願いをしたいと思います。よろしくお
願いいたします。

それでは早速議案に入りたいというふうに思います。「議案第１号　農地法第３条の規定による許可申請の
許可審議について」事務局より議案の説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

はい、ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員から報告をお願いいた
します。１番　●●委員さん、●●推進委員さんでひとつよろしくお願いいたします。
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まずあの地図ですが、右下の角から斜めに見取り図って書いてあるとこの方へ斜めに走っている道がありま
す。●●●●●●●●●の辺りから●●●●の方に向かって行く道になります。左の下の方に●●●●と大
きな字がありましてその横に縦に線がはしってて、これ●●●なんですけどここもあの●●行く●●です。
さっきの斜めの道とこの●●のバッテン辺りが●●●●になると思います。地図の下の方が●●の●●とい
う位置関係になります。で申請地ですけども囲ってある●●●これはあの●●さん現在●●●で●●に入っ
とられて今年あたりからほとんど●●にお任せしてるという様な状況でして話を伺ったところ●●であり、
この先田んぼもできなくなってきてると。後●●●●●●しなきゃいけないということがあるらしくって、
一応●●●したいと思いがあって周りの田んぼ持っとられる方に売り込んだり行ったみたいです。

そして●●さんですがこの囲ってある丁度●●●●が●●さんの土地になります。囲ってある●●●も●●
さんの土地になります。なので●●さんとしたらこれ以上増やしたくなかったという思いもありながら隣だ
からいい隣であれば作業性あまり悪くないということなんで今回貰おうかというふうになって相思相愛で話
が決まったようです。ただあの●●さんについてはあまり草刈りがお好きな方じゃなくって、ちょっと伸ば
してからバサッと刈られるタイプの方で。●●●●に空き地っていうかあるんですけどここも田んぼの所有
者が棚刈りということでやらなきゃいけないんですけどあまりやられないということで●●さんの方には草
刈りの方ちょっとお願いしますねということを一言付け加えて田んぼの面倒よろしくお願いしますという会
話をしてきました。なのでこの話はむしろお願いしたいぐらいの話で何ら問題ないと思います。よろしくお
願いします。

はい、ありがとうございました。●●推進委員さん。

特に問題ないです。

はい、ありがとうございました。

これより質疑に入ります。質疑のある方は発言を願います。

譲受人の●●さん住所が●●●になってますけど、●●から農作業しに来ておられるの

●●さんの●●は●●にあって。●●なんですけど●●で●を構えて●●持っておられます。●●の方に機
械を置いて住まいだけは●●です。

その他質疑ございませんか。それでは採決いたします。

議案第１号について、原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。議案第１号についてでは原案のとおり許可することといたします。

次に「議案第２号　農地法第４・５条の規定による許可申請の意見審議について」事務局より議案の説明を
お願いいたします。

（議案書をもとに説明）

ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員からの報告をお願いいたしま
す。１番　●●委員、●●推進委員、２番　●●委員、●●推進委員よろしくお願いいたします。

１番の説明になってます。●●の●●の●●と言いますか●●と言いますか●●●の中に入り沿いに家が、
昔ながらの●●●●●などが点々とあって建っている所です。申請者の●●さんは●●●で元々●●の方で
今●●して●●の●●●●に住んどられて、昨年●●●●が●●●●ということで●●の●●の隣、現在●
●●●●●さんが●をしている農地に●●●●たいという申請です。●●で●●●●●はありません。申請
地の●●は●●さんの●●●●さんの●さん●●の家。●●●●●●ですか、この方は●●●の●●。今あ
の●●●●●みたいになってまして●●は●●●の●●、●●は●●で境界もはっきりしており、周りの農
地にも影響はありません。問題はないと思います。以上です。

はい、●●推進委員さん

譲渡し人の●●さんは、●●●●やっておられた方で、●●●作っておられたんだけど残りはこの上の●●
●●さんが残りの●●●は作っておられると。●●●●さんは●●さん言われた通り●●でもう●●●さん
がおられて●さんと●●●●いらっしゃるんですね。●●さんの●さんは●●さんの●●●●の真ん中らし
いんですね。●●●●の内の●●●●●●●●っていうかおられて面倒とかも見るし●●●●も●●さんも
●●も上の方に●●●ておられっから面倒も見やすいということで申請してありました。申請なっとる所は
●をずっと作っとられたんですね。横に●●もあんがだけどこれも●●さんの●●でその下にあるとこの土
地も道挟んで前のとこも●にしとられて、そこは●●●●●がやっとられるいう感じです。●●●●で●●
さんが●●へ行っとられてまあ帰って来られるという話。残り●●で面倒も見んなあかんしということを●
●さんが言うとられたんで特に問題はないかなと思います。

それでは引き続き２番の●●委員さん
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●●さん●●さん両名お話を聞いて行いました。事務局とも情報共有ということでお知らせさしていただき
ました。その結果としてですね、この案件は●●●●●●によって出てきた●●の物件でございます。●●
●●●●●に●●さんが●●さんに対して●●●●を作るっていう事で●●●として●●●●を結ばれた案
件でございますが、そこで問題なってくるのが●●さんご本人が●●●●●●●●●●●●されて現に手元
にはらしき書類があったもんだからそれが現在に至ってると。事務局と話した時にその書類はあるんだけど
●●が違っておると。そこまでご本人さんも確認してなかったみたいです。それで●も●だから●●●●を
しようということで色々●●●●さんとか話してると、いやこれは●のままだよと言われたもんで改めて農
転の許可を●●●●された物件です。●●●も出ておりまして、この際許可されれば●●、●●じゃ無しに
●●●●するということで●●●●●になっております。踏まえていえばですね、●●●も出ております
し、●●な形で現在至っている案件ではないと思いますので問題はないと思います。以上です。

はい、●●推進委員さん

別に意見は無いんですけど、●●●書かれてる通りなんで問題ないかなと思います。

はい、ありがとうございました。

これから質疑に入りますが、質疑のある方は発言を願います。

今更元に戻すわけにはいかないんだろう

ちょっと難しいと思います。

その他質問ありますか、意見がなければ採決しますがどうでしょう。

議案第２号について、「意見なし」とすることに賛成の方の挙手をお願いいたします。

（挙手）

全員賛成と認めます。第２号議案についてでは「意見なし」といたします。

では次に、「報告第１号　農地法第１８条第６項の規定による届出について」事務局より説明をお願いいた
します。

（議案書をもとに説明）

ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について質疑のある方は発言
を願います。

よろしいでしょうか以上で報告第１号を終わらせていただきます。

それでは以上をもちまして、第26回上市町農業委員会の総会を閉会いたします。皆様大変お疲れ様でござい
ました。

　この議事録は事実と相違ないことを証明する。

　　　令和７年９月５日

　　　議事録署名委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　８番　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　10番　


